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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第34期
第１四半期
累計(会計)期間

第35期
第１四半期
累計(会計)期間

第34期

会計期間

自平成22年
３月１日
至平成22年
５月31日

自平成23年
３月１日
至平成23年
５月31日

自平成22年
３月１日
至平成23年
２月28日

売上高（百万円） 69,819 72,720 275,835

経常利益（百万円） 3,519 5,665 13,151

四半期（当期）純利益（百万円） 1,976 2,934 6,627

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
－ － －

資本金（百万円） 15,909 15,924 15,909

発行済株式総数（千株） 30,991 31,022 30,991

純資産額（百万円） 59,479 66,377 63,569

総資産額（百万円） 227,515 235,461 226,714

１株当たり純資産額（円） 1,924.162,144.952,056.38

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
63.92 94.89 214.40

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
63.73 84.71 210.08

１株当たり配当額（円） － － 22.0

自己資本比率（％） 26.1 28.2 28.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
5,443 2,010 15,083

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△2,129 △2,988 △8,357

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,660 110 △5,597

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
4,701 5,308 6,176

従業員数（人） 2,528 2,516 2,490

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

２【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

該当事項はありません。
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４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成23年５月31日現在

従業員数（人） 2,516(6,465)

（注）　従業員数は就業人員数であり、出向受入者（２人）を含み、関係会社への出向者（５人）、嘱託（37人）及びパー

トタイマー・アルバイトは含まれておりません。パートタイマー・アルバイトは（　）内に当第１四半期会計期間

の平均雇用人員（１人当たり１か月168時間・１日８時間換算）を外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）商品仕入実績

当第１四半期会計期間の単一セグメント内の商品仕入実績を商品部門別に示すと、次のとおりであります。

商　品　部　門　別 金　　　　額（百万円） 前　年　同　期　比（％）

ホームインプルーブメント

（ＤＩＹ用品）
18,760 116.4

ハウスキーピング（家庭用品） 23,043 107.2

カー・レジャー

（カー・レジャー用品）
9,906 101.6

その他 1,061 145.7

合　　　　計 52,773 109.7

（注）１．商品部門別の各構成内容は、次のとおりであります。

(1）ホームインプルーブメント　（木材・建材、工具、建築金物、塗料・作業用品、園芸用品、園芸植物、資材、エ

クステリア、水道、住設機器、リフォーム）

(2）ハウスキーピング　　　　　（ダイニング用品、インテリア、電材・照明、日用品、収納用品、薬品、履物・衣料、

家庭雑貨品、家電、介護用品、フード、酒類）

(3）カー・レジャー　　　　　　（カー用品、ペット用品、文具・事務用品、サイクル・レジャー用品）

(4）その他　　　　　　　　　　（バラエティグッズ、書籍、自動販売機、灯油）

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

当第１四半期会計期間の単一セグメント内の商品販売実績を商品部門別に示すと、次のとおりであります。

商　品　部　門　別 金　　　　額（百万円） 前　年　同　期　比（％）

ホームインプルーブメント

（ＤＩＹ用品）
26,595 105.6

ハウスキーピング（家庭用品） 31,139 105.6

カー・レジャー

（カー・レジャー用品）
13,476 96.4

その他 1,508 129.6

合計 72,720 104.2

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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（注）１．地域別売上状況は、次のとおりであります。

地域別

当第１四半期会計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

当第１四半期
会計期間
開・閉店金額

(百万円)
構成比
(％)

期末店舗
数

大阪府 29,303 40.3 74 開店１店舗

京都府 5,716 7.9 19 　

兵庫県 9,575 13.2 33 開店１店舗

奈良県 2,614 3.6 11  

和歌山県 3,021 4.2 17  

滋賀県 460 0.6 1  

千葉県 1,405 1.9 1  

東京都 3,045 4.2 4 　

神奈川県 5,841 8.0 8  

愛知県 3,589 4.9 11 　

三重県 70 0.1 1  

鳥取県 411 0.6 3  

島根県 348 0.5 2  

岡山県 593 0.8 3  

広島県 1,806 2.5 5 　

山口県 303 0.4 4  

徳島県 1,744 2.4 10  

香川県 595 0.8 4 　

愛媛県 1,159 1.6 12  

高知県 315 0.4 7  

 福岡県 464 0.6 1  

 長崎県 330 0.5 1  

合　　計 72,720100.0 232 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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３．上記地域別の店舗は、次のとおりであります。

地域別
当第１四半期会計期間末
（平成23年５月31日現在）

当第１四半期会計期間　開・閉店
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

大阪府

（コーナン）

都島店、片町店、福島大開店、西九条春日出店、弁天町店、大正千島店、Ｊ

Ｒ今宮駅前店、御幣島店、東淀川菅原店、生野店、関目店、天王寺店、南津

守店、東三国店、新大阪センイシティー店、内環放出東店、長吉長原店、

平野瓜破店、平野加美北店、堺店、大野芝店、第二阪和鳳店、泉北店、泉北

２号小代店、金岡蔵前店、中環堺中村店、堺三国ヶ丘店、中もず店、岸和

田三田店、岸和田ベイサイド店、中環蛍ヶ池店、豊中庄本店、豊中夕日丘

店、豊中島江店、千里山田店、吹田インター青葉丘店、泉大津店、高槻店、

高槻上牧店、高槻城西店、貝塚東山店、茄子作南店、枚方野村店、茨木店、

茨木安威店、リックス店、八尾楠根店、外環八尾山本店、南植松店、富田

林店、寝屋川仁和寺店、寝屋川昭栄店、東寝屋川店、松原市役所前店、住

道店、和泉中央店、箕面坊島店、箕面今宮店、箕面萱野店、羽曳野店、羽曳

野伊賀店、門真殿島店、門真大橋店、摂津鳥飼西店、高石富木店、東大阪

菱江店、布施駅前店、フレスポ東大阪稲田店、外環新石切店、狭山店、り

んくう羽倉崎店

（コーナンプロ）平野店、堺三宝店、東大阪店

（開店）

（コーナンプロ）堺三宝店

京都府

（コーナン）

西陣上七軒店、宝ヶ池店、宝ヶ池上高野店、かどの四条外大前店、伏見大

手筋店、六地蔵店、くいな橋店、向日町大原野店、福知山店、ＪＲ宇治駅

北店、亀岡大井店、亀岡篠店、八幡一ノ坪店、京田辺店、木津店、精華台店

（コーナンプロ）宇治大久保店

（ホームストック）福知山荒河店、宮津店

──────

兵庫県

（コーナン）

魚崎店、灘大石川店、兵庫松原通店、ジェームス山店、名谷店、小束山店、

谷上駅前店、藤原台店、ハーバーランド店、玉津インター店、今宿店、尼

崎道意町店、杭瀬店、魚住店、武庫川店、西宮今津店、洲本店、伊丹店、Ｊ

Ｒ中山寺駅前店、川西西多田店、川西久代店、加西店、篠山店、養父店、氷

上ゆめタウン店

（コーナンプロ）新在家店

（ホームストック）

山南店、和田山店、津名店、淡路東浦店、東条店、中町店、夢前店

（開店）

（コーナン）加西店

奈良県

（コーナン）

三条大路店、学園前登美ヶ丘店、大和高田店、大和郡山店、大和郡山筒井

店、橿原香久山店、生駒店、香芝旭ヶ丘店、王寺店、吉野大淀店

（ホームストック）五條二見店

──────

和歌山県

（コーナン）

和歌山店、和歌山中之島店、海南店、箕島店、御坊インター店、田辺店、岩

出店

（ホームストック）

本宮店、粉河店、かつらぎ店、吉備店、印南店、南部店、白浜店、上富田店、

勝浦店、串本店

──────

滋賀県 （コーナン）草津店 ──────

千葉県 （コーナン）市川原木 ──────

東京都
（コーナン）

江東深川店、本羽田萩中店、ぐりーんうぉーく多摩店、小平店

──────
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地域別
当第１四半期会計期間末
（平成23年５月31日現在）

当第１四半期会計期間　開・閉店
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

神奈川県

（コーナン）

保土ヶ谷星川店、港北ニュータウン店、港北センター南店、相模原西橋

本店、相模原小山店、鎌倉大船店、湘南藤沢店、中央林間店

──────

愛知県

（コーナン）

砂田橋店、名港木場店、南十番町店、一宮店、一宮今伊勢店、刈谷井ヶ谷

店、小牧店、稲沢ハーモニーランド店、日進店、知多東浦店

（コーナンプロ）熱田四番町店

──────

三重県 （ホームストック）鵜殿店 ──────

鳥取県
（コーナン）米子河崎店

（ホームストック）気高店、中山店

──────

島根県
（コーナン）東出雲店

（ホームストック）津和野店

──────

岡山県
（コーナン）倉敷北浜店、連島店

（ホームストック）中央店

──────

広島県
（コーナン）

宇品店、広島祗園店、中野東店、神辺店、廿日市陽光台店

──────

山口県
（コーナン）小野田インター店

（ホームストック）秋穂店、美和店、阿武店

──────

徳島県

（コーナン）徳島小松島店、阿南中島店、徳島藍住店

（ホームストック）

山川店、吉野店、美馬店、阿波池田店、日和佐店、徳島海南店、貞光店

──────

香川県
（コーナン）白鳥店、綾川店、多度津店

（ホームストック）詫間店

──────

愛媛県

（コーナン)三津浜店

（ホームストック）

北条店、大三島店、伯方店、津島店、土居店、宇和店、野村店、久万店、松野

店、広見店、御荘店

──────

高知県
(ホームストック)

室戸店、宿毛店、土佐清水店、奈半利店、芸西店、窪川店、黒潮店

──────

福岡県 （コーナン）めいのはま店 ──────

長崎県 （コーナン）大塔店 ──────

２【事業等のリスク】

当第１四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1）業績の状況

ホームセンター業界では、東日本大震災発生後、商品供給の制約に対する懸念等から駆け込み的需要が生じた

ほか、節電や暑さ対策に適した商品の需要が増加しております。もっとも、国内の雇用・所得環境が不透明なこと

から、個人消費の先行きも予断を許さない状況が続いております。

この様な状況のもと、当第１四半期会計期間にホームセンター１店舗（兵庫県）、プロを１店舗（大阪府）出

店し、５月末現在の店舗数は２３２店舗（うち、ホームストックは５４店舗）となりました。

この結果、当第１四半期会計期間の売上高は72,720百万円（前年同四半期比4.2%増）となりました。商品部門

別では、震災及び省エネ対応で乾電池、ＬＥＤ電球、扇風機等の売上急増から、電材・照明及び家電関連が高い伸

びとなり、また、木材・建材、塗料・作業用品なども堅調となった反面、ペット用品、文具・事務用品等は伸び悩み

ました。

売上高が増加したことに加え、売上総利益率が35.3%と前年同四半期比1.6ポイント向上したことにより、売上

総利益は25,687百万円（前年同四半期比9.3%増）となりました。営業収入は3,161百万円（前年同四半期比0.0%

増）、販売費及び一般管理費は22,412百万円（前年同四半期比2.0%増）となり、営業利益は6,436百万円（前年同

四半期比37.2%増）となりました。

経常利益は、営業利益が増加したほか、為替差損が減少したことにより5,665百万円（前年同四半期比61.0%

増）と大幅増益となりました。また、四半期純利益は、特別損失に資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額547

百万円を計上したものの、2,934百万円（前年同四半期比48.5%増）と大幅増益となりました。

（財政状態の変動状況）

当第１四半期会計期間末の総資産は前期末より8,747百万円増加し、235,461百万円となりました。売掛金が973

百万円、商品及び製品が5,739百万円、有形固定資産が1,739百万円増加したことなどによります。

当第１四半期会計期間末の純資産は66,377百万円で、自己資本比率は前期末より0.2ポイント向上し、28.2%と

なりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ868百万円減少し、5,308百万円となり

ました。

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が5,117百万円となった他、仕入債務の増加額

6,162百万円などの収入がありましたが、たな卸資産の増加額5,767百万円及び法人税等の支払額4,478百万円

などの支出により、2,010百万円の収入（前年同四半期比63.1%減）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出2,170百万円及び

差入保証金の差入による支出717百万円などにより、2,988百万円の支出（前年同四半期比40.4%増）となりま

した。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、セール・アンド・割賦バックによる収入523百万円及び借入金の純

増加額227百万円がありましたが、配当金の支払額293百万円の支出等により、110百万円の収入（前年同四半期

は3,660百万円の支出）となりました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期会計期間における主要な設備の異動は、次のとおりであります。

事　業　所　名
（　所　在　地　）

内　　容 売場面積（㎡）
設備投資額
（百万円）

完成年月日又は
取得年月日

コーナン加西店

（兵庫県加西市）
店舗新設 6,765 1,065平成23年４月

コーナンプロ堺三宝店

（堺市堺区）
店舗新設 2,424 379 平成23年５月

（注）１．設備投資額には、リース資産、借地権、差入保証金等が含まれており、テナントからの受入保証金を除外してお

ります。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。

当第１四半期会計期間において新たに確定した重要な設備の新設の計画は、次のとおりであります。また、新たに

確定した重要な設備の拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

事業所名(仮称)
（所在地）

設備の内容
事業投資予定金額

資金調達方法
着手及び完了予定年月

完成後の予定
売場面積(㎡)

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

コーナンプロ

仙台東インター店

（仙台市若林区）

店舗新設 80 7
自己資金及

び借入金

平成23年度

６月

平成23年度

下半期
2,319

ホームストック名取店

（宮城県名取市）
店舗新設 80 －

自己資金及

び借入金

平成23年度

８月

平成23年度

下半期
2,438

（注）１．投資予定金額には、リース資産、借地権、差入保証金等が含まれており、テナントからの受入保証金を除外して

おります。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年７月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 31,022,885 31,228,581
東京・大阪証券取引所

市場第一部

単元株式数は100

株であります。

計 31,022,885 31,228,581 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成23年７月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① （平成17年5月26日定時株主総会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数（個） 929

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　（単元株式数100株）

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 92,900

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２ 1

新株予約権の行使期間 平成17年６月１日から平成37年５月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資

本組入額（円）
―

新株予約権の行使の条件

・対象者は新株予約権を割当てられた時に就任していた当社の役員を退

任した時に限り、新株予約権を行使することができる。但し、この場合、

対象者は、対象者が上記の役員を辞任した日の翌日から当該権利行使

開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使でき

る。

・対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、1

親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。但し、相続

人は、当該役員が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの

間に限り、新株予約権を行使できる。

・なお、その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基

づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めると

ころによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡、質入れその他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 該当事項はありません。

（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約

権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の割合（調整後生じる１株未満の端株は切り捨てる。)

また、上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他の組織変更を行う場合等においては、各新

株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
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２．新株予約権発行日後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端

数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

②　平成21年11月16日取締役会決議

　
第1四半期会計期間末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権付社債の残高（百万円）（注）２． 3,470

新株予約権の数（個） 3,470

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）３． 3,660,337

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）４．５．６．
948

新株予約権の行使期間（注）７．
自　平成22年１月４日

至　平成24年12月５日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

（注）８．９．

発行価格　　　948

資本組入額　　474

新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部についてのみ行使することはできな

い。

新株予約権の譲渡に関する事項
会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めにより本新

株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項

本新株予約権１個の行使に際しては、当該新株予約権に係る

本社債の全部を出資するものとし、その出資される財産の価

額は、当該新株予約権に係る本社債の払込金額と同額とす

る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）10.11.

（注）１．本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。

(1) 本新株予約権付社債は、株価の下落により新株予約権の行使時の転換価額が修正され、新株予約権の行使目

的となる株式の数が増加するものである。行使価額の修正の基準及び修正の頻度は下記（注）５．６．の通

りであり、行使価額の下限は948円、新株予約権の目的となる株式の数の上限は3,660,337株（平成23年５月

31日現在の普通株式の発行済株式総数の11.80％）である。

なお、平成22年12月３日付けで、行使価額は948円に修正されております。

(2) 当社の決定による本新株予約権付社債の全額の繰上償還を可能とする旨の条項が付されている。

（130％コールオプション条項）

当社は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含まない。）があ

る20連続取引日にわたり、当該終値が当該各取引日に適用のある転換価額の130％以上であった場合、平成

23年11月７日以降いつでもその時点において残存する本社債の全部（一部は不可。）を、各社債の金額100

円につき金100円で繰上償還することができる。

(3) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はない。

(4) 株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はない。

(5) 株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はない。

２．額面による残高を記載しております。
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３．新株予約権の目的となる株式の数は、各社債権者が行使請求のため提出した本社債の払込金額の合計額を転換

価額で除して得られる数とする。この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整

は行わない。

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

(1) 本新株予約権１個の行使に際しては、当該新株予約権に係る本社債の全部を出資する。

(2) 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権に係る本社債の払込金額と同額

とする。

(3) 転換価額は、当初1,184円とする。ただし、下記（注）５．及び６．に定めるところにより修正又は調整され

ることがある。

なお、転換価額とは、本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる

当社の普通株式１株当たりの価額をいう。

５．転換価額の下方修正

(1) 当社は、平成22年12月３日(以下「第一決定日」という。)及び平成23年12月２日(以下「第二決定日」とい

う。)まで(当日を含む。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値がある各20連続

取引日の当該終値(気配表示を含まない。)の各平均値(計算の結果１円未満の端数を生じた場合は、その端数

を切り上げた金額をいう。)が、各決定日に有効な転換価額を１円以上下回る場合には、転換価額を上記の計

算の結果算出された金額と同一の金額に修正する。

(2) 本項第(1)号の規定にかかわらず、本項第(1)号により修正された転換価額が、当初の転換価額の80％を下回

る場合には、当該80％に当る金額の１円未満を切り上げた金額を、修正後の転換価額とする。ただし、当初の

転換価額が各決定日までに下記（注）６．の規定により調整された場合には、当該調整後の転換価額を当初

の転換価額とみなす。

(3) 本項第(1)号及び第(2)号により修正された転換価額は、第一決定日に修正された場合は平成23年１月５日、

第二決定日に修正された場合は平成24年１月４日(以下各日を「効力発生日」という。)以降、これを適用す

る。

(4) 各決定日の翌日からそれぞれの効力発生日までの間に、下記（注）６．に基づく調整後の転換価額が適用さ

れることとなる場合には、本項第(1)号又は第(2)号による修正が各決定日に効力を生じたものとみなして、

修正後の転換価額について当該調整を行い、算出された金額を各効力発生日以降に有効な転換価額とする。

６．転換価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により、当社の普通株式数に変更を生じ

る場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「時価下発行による転換価額調整

式」という。）をもって転換価額を調整する。

　 　 　 　 　 　 交付普通
×

１株当たりの

　 　 　 　 既発行
＋

株式数 払込金額

調整後
＝

調整前
×

普通株式数 時　価

転換価額 転換価額 既発行普通株式数＋交付普通株式数

(2) 時価下発行による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後

の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

(イ）本項第(7)号(ロ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、本号

(ロ)の場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の請求又は行使によ

る場合、当社が存続会社となる合併もしくは当社が完全親会社となる株式交換により交付する場合又は

（当社定款にかかる定めがある限りにおいて）単元未満株主による単元未満株式売渡請求に応じて当社

の有する当社普通株式を売り渡す場合を除く。）。

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、又、当社普通株式の株主に株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

(ロ）当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合。

調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てに

ついて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、又、当社普通株

式の無償割当てについて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合には、当該割当ての

効力発生日の翌日以降これを適用する。
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(ハ）本項第(7)号(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めがある取得請求権付株

式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行

する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は本項第(7)号(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社普

通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もし

くは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）。

調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で請求又は行使され

当社普通株式が交付されたものとみなして時価下発行による転換価額調整式を準用して算出するものと

し、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以

降これを適用する。又、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降

これを適用する。

なお、本号(ハ)の取得請求権付株式等の発行が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を

当社が公表のうえ社債管理者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該取得請求権付株式等が請求又

は行使できることとなった日の条件でその全てが請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみ

なして時価下発行による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等が請求又

は行使できることとなった日の翌日以降これを適用する。

(ニ）本号(イ)から(ハ)の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効

力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、

本号(イ)から(ハ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するも

のとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに、本新株予約権の行使請求をした新

株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

　
（

調整前
－

調整後
） ×

調整前転換価額により当該

 転換価額 転換価額 期間内に交付された株式数

株式数  ＝ 調整後転換価額

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(4)号に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式

（以下「特別配当による転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

調整後

転換価額
＝

調整前

転換価額
×
時価 － １株当たり特別配当

時価

「１株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各社

債の金額（金100万円）当たりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。１株当たり特別

配当の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

(4) 「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式１株当たりの剰余

金の配当（配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金銭を

含む。）の額に当該基準日時点における各社債の金額（金100万円）当たりの本新株予約権の目的となる株

式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、15,192円に当該事業年度に係る下記に定める比

率（当社が当社の事業年度を変更した場合には、下記に定める事業年度及び比率は社債管理者と協議のうえ

合理的に修正されるものとする。）を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。

平成22年２月28日に終了する事業年度　　　　　1.30

平成23年２月28日に終了する事業年度　　　　　1.69

平成24年２月29日に終了する事業年度　　　　　2.20

(5) 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条

に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月１日以降これを適用する。

(6) 「転換価額調整式」（時価下発行による転換価額調整式及び特別配当による転換価額調整式を総称してい

う。以下同じ。）により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が１円未満にとどまる限

りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を

算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額

を使用するものとする。
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(7) (イ）転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

(ロ）転換価額調整式で使用する時価は、時価下発行による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用す

る日（ただし本項第(2)号(ニ)の場合は基準日）又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年

度の配当に係る最終の基準日、に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

(ハ）時価下発行による転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるた

めの基準日が定められている場合はその日、又、当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額

を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普

通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に本項第(2)号又は第(8)号に基づき交付株式数とみなされた当

社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。又、本項第(2)号(ロ)の

株式分割の場合には、時価下発行による転換価額調整式で使用する交付普通株式数は、株式分割のための

基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(ニ）時価下発行による転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後の転換価額を適用する日の前日に

おいて有効な転換価額とする。

(ホ）時価下発行による転換価額調整式で使用する１株当たりの払込金額は、会社法第445条第１項に定める払

込み又は給付をした財産の額とする。

(ヘ）本項第(2)号(イ)から(ハ)に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整

後の転換価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を

準用して算出するものとする。

(8) 本項第(2)号又は第(3)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、社債管

理者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

(イ）株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株

式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。

(ロ）その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必

要とするとき。

(ハ）当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。

(ニ）金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の調整を

必要とするとき。

(ホ）転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

７．本新株予約権付社債の社債権者は、平成22年１月４日から平成24年12月５日までの間（以下「行使請求期間」

という。）、いつでも、本新株予約権を行使し、当社に対して当社普通株式の交付を請求すること（以下「行使

請求」という。）ができる。ただし、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。

(1) 当社普通株式に係る株主確定日（会社法第124条第１項に定める基準日をいう。）及びその前営業日（振替

機関の休業日でない日をいう。以下同じ。）

(2) 本社債の利息を支払うべき日の前営業日

(3) 振替機関が必要であると認めた日

(4) 組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要と

なるときは、当社が行使請求を停止する期間（当該期間は１か月を超えないものとする。）その他必要な事

項をあらかじめ書面により社債管理者に通知し、かつ、当該期間の開始日の１か月前までに必要な事項を公

告した場合における当該期間

(5) 平成24年12月５日以前に本社債が償還される場合には、当該償還日の前銀行営業日以降

(6) 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日（当日を含める。）以降

８．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格(会社法上の本新株予約権の行使に際し

てする出資の目的となる財産の１株当たりの価額)は、行使された新株予約権に係る本社債の金額の総額を、

（注）３．記載の本新株予約権の目的である株式の数で除して得られる金額となる。
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９．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の資本組入額

(1) 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。

株式１株当たりの額は、これを（注）３．記載の本新株予約権の目的である株式の数で除して得られる金額

となる。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度

額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

10．当社が、組織再編行為を行う場合（ただし、承継会社等の普通株式が当社の株主に交付される場合に限る。）

は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等

の新株予約権（以下「承継新株予約権」という。）を交付するものとし、その内容は（注）11．に定める。

この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継

され、本新株予約権の新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本規定は承継新株予約

権について準用する。ただし、吸収分割又は新設分割を行う場合は、以下の条件に沿って、効力発生日の直前に

おいて残存する本新株予約権の新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて承継会社等の承継新株予約

権を交付し、承継会社等が本社債に係る債務を承継する旨を、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた

場合に限るものとする。

11．承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。

(1）新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。

(2）承継新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

(3）承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法

行使請求に係る承継された社債の払込金額の合計額を本項第(4)号に定める転換価額で除して得られる数と

する。この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(4）転換価額

転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られる

のと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できる

ように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権の転換価額は、

（注）５．及び６．に準じた修正又は調整を行う。

(5）承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継新株予約権の行使に際しては、承継された社債の全部を出資するものとし、当該社債の価額は、本社債の

払込金額と同額とする。

(6）承継新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日（当社が（注）７．に定める行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組

織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のいずれか遅い日）から、（注）７．に定

める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。

(7）その他の承継新株予約権の行使の条件

各承継新株予約権の一部については、行使請求することができない。

(8）承継新株予約権の取得事由

取得事由は定めない。

(9）承継新株予約権の行使により普通株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の

額を減じた額とする。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　

第４四半期会計期間

（平成22年12月１日から

平成23年２月28日まで）

第１四半期会計期間

（平成23年３月１日から

平成23年５月31日まで）

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正

条項付新株予約権付社債券等の数（個）
－ 30

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） － 31,645

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等

（円）
－ 948

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額

（百万円）
－ 30

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計

（個）

－ 30

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条

項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数

（株）

－ 31,645

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条

項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等

（円）

－ 948

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条

項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額

（百万円）

－ 30

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成23年３月１日～

平成23年５月31日

（注）

31,64531,022,885 14 15,924 14 16,158

（注）　新株予約権の行使による増加であります。

（６）【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

（注）　中央三井アセット信託銀行株式会社及びその共同保有者から平成23年４月25日付の大量保有報告書（変更

報告書）の写しの送付があり、平成23年４月19日現在で4,361千株を保有している旨の報告を受けておりま

すが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

なお、その大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（千株）

株券等保有割合
（％）

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 3,888 12.55

中央三井アセット信託銀行株式会

社
東京都港区芝三丁目23番1号 396 1.28

中央三井アセットマネジメント株

式会社
東京都港区芝三丁目23番1号 44 0.14

日興アセットマネジメント株式会

社
東京都港区赤坂九丁目7番1号 32 0.10
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成23年２月28日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成23年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　 　78,000 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 　30,821,500 308,215 同上

単元未満株式 普通株式　　 　91,740 － －

発行済株式総数 30,991,240 － －

総株主の議決権 － 308,215 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,400株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数14個が含まれております。

②【自己株式等】

 平成23年５月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

コーナン商事株式会社
堺市西区鳳東町４丁401番

地１
78,000 － 78,000 0.25

計 － 78,000 － 78,000 0.25

（注）上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が165株あります。

なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の株式数に100株、「単元未満株式」の

株式数に65株を含めております。
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年
３月

４月 ５月

最高（円） 1,179 1,382 1,370

最低（円） 900 1,108 1,240

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

（役職の異動）

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役

上席執行役員

ホームストック事業

部長

取締役

上席執行役員

ホームストック事業

部長(兼)アグリビジ

ネス部長

田中　美博 平成23年７月11日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び前第１四半期累計期間（平成22

年３月１日から平成22年５月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第１四半期会計期間（平成

23年３月１日から平成23年５月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成23年３月１日から平成23年５月31日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期会計期間（平成22年３月１日から平成22

年５月31日まで）及び前第１四半期累計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第１四半期会計期間（平成23年３月１日から平成23年５月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成

23年３月１日から平成23年５月31日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期

レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四

半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　 0.0％

売上高基準　　 0.0％

利益基準　　　 0.7％

利益剰余金基準 0.3％
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末
(平成23年５月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,327 6,195

売掛金 3,917 2,944

商品及び製品 59,377 53,637

原材料及び貯蔵品 412 384

繰延税金資産 2,035 2,229

その他 6,048 5,099

貸倒引当金 △78 △56

流動資産合計 77,041 70,435

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 62,165

※1
 60,580

土地 28,861 28,861

建設仮勘定 875 763

その他（純額） ※1
 13,675

※1
 13,631

有形固定資産合計 105,577 103,837

無形固定資産 5,185 5,095

投資その他の資産

投資有価証券 1,481 1,562

差入保証金 43,119 42,751

その他 3,100 3,080

貸倒引当金 △44 △48

投資その他の資産合計 47,657 47,345

固定資産合計 158,420 156,278

資産合計 235,461 226,714

負債の部

流動負債

買掛金 27,393 21,231

短期借入金 － 1,000

1年内返済予定の長期借入金 30,075 29,573

1年内償還予定の社債 625 468

未払法人税等 2,448 4,719

賞与引当金 1,765 1,169

役員賞与引当金 51 115

店舗閉鎖損失引当金 513 518

為替予約 1,286 1,674

その他 9,117 8,679

流動負債合計 73,276 69,148
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末
(平成23年５月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年２月28日)

固定負債

社債 5,345 5,531

長期借入金 62,874 62,149

資産除去債務 1,631 －

繰延税金負債 719 912

受入保証金 14,487 14,612

その他 10,749 10,790

固定負債合計 95,807 93,996

負債合計 169,084 163,144

純資産の部

株主資本

資本金 15,924 15,909

資本剰余金 16,182 16,167

利益剰余金 35,163 32,568

自己株式 △109 △111

株主資本合計 67,160 64,534

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △19 27

繰延ヘッジ損益 △762 △992

評価・換算差額等合計 △782 △965

純資産合計 66,377 63,569

負債純資産合計 235,461 226,714
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年５月31日)

売上高 69,819 72,720

売上原価 46,316 47,033

売上総利益 23,502 25,687

営業収入 3,161 3,161

販売費及び一般管理費 ※1
 21,972

※1
 22,412

営業利益 4,691 6,436

営業外収益

受取利息 39 37

受取事務手数料 18 15

その他 26 25

営業外収益合計 84 78

営業外費用

支払利息 686 611

為替差損 397 146

その他 173 91

営業外費用合計 1,256 848

経常利益 3,519 5,665

特別利益

受入保証金解約益 6 －

特別利益合計 6 －

特別損失

固定資産除却損 4 0

投資有価証券評価損 3 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 547

特別損失合計 7 548

税引前四半期純利益 3,518 5,117

法人税、住民税及び事業税 1,595 2,308

法人税等調整額 △53 △124

法人税等合計 1,542 2,183

四半期純利益 1,976 2,934
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 3,518 5,117

減価償却費 1,344 1,433

のれん償却額 41 41

固定資産除却損 4 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 547

受取利息及び受取配当金 △39 △37

支払利息 686 611

売上債権の増減額（△は増加） △1,018 △973

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,861 △5,767

仕入債務の増減額（△は減少） 4,655 6,162

その他 △564 △46

小計 6,766 7,089

利息及び配当金の受取額 3 2

利息の支払額 △758 △604

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △568 △4,478

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,443 2,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,697 △2,170

差入保証金の差入による支出 △388 △717

差入保証金の回収による収入 345 343

預り保証金の受入による収入 7 5

預り保証金の返還による支出 △151 △152

その他 △244 △297

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,129 △2,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △1,000 △1,000

長期借入れによる収入 10,000 9,000

長期借入金の返済による支出 △7,920 △7,772

リース債務の返済による支出 △43 △53

セール・アンド・割賦バックによる収入 3,218 523

割賦債務の返済による支出 △175 △295

社債の発行による収入 2,500 －

社債の償還による支出 △10,000 －

配当金の支払額 △239 △293

その他 △0 1

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,660 110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △346 △868

現金及び現金同等物の期首残高 5,048 6,176

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,701

※1
 5,308
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

会計処理基準に関する事項

の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ18百万円、税引前四半期純利益は

565百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の

変動額は1,612百万円であります。

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

１．棚卸資産の評価方法 棚卸資産の評価は実地棚卸を省略し、帳簿棚卸により算定しております。

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成23年５月31日）

前事業年度末
（平成23年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、52,418百万円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、50,667百万円であ

ります。

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料・賃金 4,891百万円

賞与引当金繰入額 596 

役員賞与引当金繰入額 34 

賃借料 9,138 

給料・賃金 5,072百万円

賞与引当金繰入額 596 

役員賞与引当金繰入額 51 

賃借料 9,082 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年５月31日現在） （平成23年５月31日現在）

現金及び預金勘定 4,720百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△18 

現金及び現金同等物 4,701 

　

現金及び預金勘定 5,327百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△18 

現金及び現金同等物 5,308 
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成23年５月31日）及び当第１四半期累計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年

５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  31,022千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  　　76千株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月26日

定時株主総会
普通株式 340 11.0平成23年２月28日平成23年５月27日利益剰余金

（持分法損益等）

前第１四半期累計期間（自平成22年３月１日　至平成22年５月31日）

該当事項はありません。

当第１四半期累計期間（自平成23年３月１日　至平成23年５月31日）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年５月31日）

当社は、小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（追加情報）

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号　平成20年３月21日）を適用しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成23年５月31日）

前事業年度末
（平成23年２月28日）

１株当たり純資産額 2,144.95円 １株当たり純資産額 2,056.38円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

63.92　　

63.73　

円

円

１株当たり四半期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

94.89　　

84.71　

円

円

（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（百万円） 1,976 2,934

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,976 2,934

期中平均株式数（株） 30,912,042 30,920,295

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（百万円） － 5

普通株式増加数（株） 95,500 3,778,930

（うち新株予約権付社債） (－) (3,684,759)

（うちストックオプション） (95,500) (94,171)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

第５回無担保転換社債型新

株予約権付社債（券面総額

3,500百万円）。

なお、概要は「第４提出会社

の状況、１株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況」に記載の

とおりであります。

──────

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成22年７月６日

コーナン商事株式会社  

取締役会　御中   

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 目細　　実　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙﨑　充弘　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているコーナン商事株式

会社の平成22年３月１日から平成23年２月28日までの第34期事業年度の第１四半期会計期間（平成22年３月１日から平成

22年５月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、コーナン商事株式会社の平成22年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成23年７月８日

コーナン商事株式会社  

取締役会　御中   

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 目細　　実　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙﨑　充弘　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているコーナン商事株式

会社の平成23年３月１日から平成24年２月29日までの第35期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年３月１日から平成

23年５月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年３月１日から平成23年５月31日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、コーナン商事株式会社の平成23年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

追記情報

「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は当第１四半期会計期

間より「資産除去債務に関する会計基準」を適用している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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